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（低レベル廃液処理設備） 
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１．概要 

本資料は、共通09 補足説明資料 別紙「各条における申請対象設備」にて整理

した系統として機能、性能を達成する設備について、設計図書等に対して色塗りを

行い、安全機能に関する対象範囲や対象機器を抽出したものを示すものである。 

２．要求される機能、性能と主流路の考え方 

(１) 要求される機能、性能について

低レベル廃液処理設備に要求される機能、性能のうち、系統として達成する機

能、性能は、以下の通りであり、要求される機能、性能を踏まえて、低レベル廃棄

処理設備の設計図書等の系統図を色塗りし、機能が要求される対象範囲や対象機器

を抽出する。 

低レベル廃液処理設備に係る機能要求②が要求される条文の別紙２抜粋版を添付

１に示す。 

ａ．10条：閉じ込めの機能 

・液体状の放射性物質の漏えい検知機能及び警報機能

ｂ．18条：警報設備等 

・液体廃棄物の漏えい検知機能及び警報機能

ｃ．20条：廃棄施設 

・液体廃棄物の廃棄機能（ろ過処理、吸着処理、排水口への排水）

上記を踏まえ、漏えい検知機能及び警報機能並びに液体廃棄物の廃棄機能に関し

て設計図書の色塗りにより、対象範囲及び対象機器を抽出する。 

なお、10条閉じ込めの機能において、「核燃料物質を取り扱う設備の腐食対策」

の要求があるが、これは核燃料物質を取り合う設備の主要材料の材質に対する要求

（機器単体に要求される機能）であり、色塗りにより機器が抽出されるものではな

い。 
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(２) 低レベル廃液処理設備に係る主流路の考え方 

基本設計方針の要求を踏まえ、液体廃棄物の廃棄機能に係る機器、主流路を抽出

する。 

液体廃棄物の廃棄に係る機能として、濃度を確認する槽、ろ過処理、吸着処理、

及び排水口への排水に係る機能の範囲を主流路として設定する。 

事業変更許可申請書における低レベル廃液処理設備の系統図を用いて、対象とな

る範囲を示す。 

 

 
※１：分析設備の分析済液処理装置は、主流路を設定することから、分析済処理装置から検査槽の経路を主流路と設定する。 

 

第１図 事業変更許可申請書 本文 第11図 抜粋 

 

  

海洋放出管理系 

※１ 
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(３)主流路としない考え方

ａ．ドレンライン等 

ドレンライン等については、工認ガイドの考え方を踏まえ、主流路とは設定

しない。 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」P12，13 抜粋 

（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

・・・・ 

テストライン、ミニマムフロ－ライン、バイパスライン（沸騰水型発電用原子炉施

設に係るタービンバイパスラインは除く。）、循環ライン（容器の撹拌を目的とする

ライン）、ドレンライン、ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすために

本流が流れる配管ではないため主配管にはならないが、主配管からの分岐部は主配管

の管台として必要に応じて評価対象となるほか、系統図において必要な仕様（外径、

厚さ及び材料等）を記載することとする。 

第２図 ドレンライン記載例
紫に着色されていない系統は，
ドレンラインであるため，主流
路には抽出されない。 
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第３図 循環ライン記載例 

撹拌するための循環ラインではないが，必要に応
じてろ過処理を繰り返し実施するための循環ライ
ンであることから，主流路とはしない。
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第４図 メンテナンス用の機器 

メンテナンス時にろ過材等の
交換等を実施するための受け
皿，配管等であるため，主流
路にしない。
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３．抽出結果 

色塗りにて抽出した機器等のリスト(抽出リスト)、色塗り結果を添付３に示す。

抽出結果を反映した申請対象設備リストを添付２に示す。 
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添付１ 

別紙２ 機能要求②抜粋 

(低レベル廃液処理設備)   
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（１）10条：閉じ込めの機能
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第10条 閉じ込めの機能／第21条 核燃料物質等による汚染の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

4

また，グローブ１個が破損した場合でもグローブポートの開口部にお
ける空気流入風速を設定値以上に維持する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・グローブボックス排気設備
・窒素循環設備
・グローブボックス

設計方針（閉じ込め）
評価（閉じ込め）

－ － － 〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

グローブボックス排気設備
窒素循環設備
分析装置GB　等

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・外径・厚さ

＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

〇 予備混合装置GB　等 均一化混合装置GB　等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

－ － － －

5

グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる設計とす
る。

機能要求② ・グローブボックス 設計方針（閉じ込め） － － － 〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

分析装置GB　等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

〇
予備混合装置GB　等 均一化混合装置GB　等

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率 － － － －

13

工程室は工程室排気設備，燃料加工建屋は建屋排気設備にて排気し，
燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に負圧を低くするこ
とで，核燃料物質等の漏えいの拡大を防止する設計とする。
なお，負圧順序による核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計方針
については，第2章　個別項目の「5.2換気設備」に基づくものとす
る。

機能要求①
機能要求②

・工程室排気設備
・建屋排気設備

設計方針（漏えいの拡大
防止）

－ － － 〇 －
工程室排気設備
建屋排気設備

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

－ － － － － － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第４回申請

－ － － －－ － － －〇 －

低レベル廃液処理設備（漏えい検知
器）
分析設備（漏えい検知器）
燃料加工建屋（堰）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

＜施設外漏えい
防止堰＞
・主要寸法
・主要材料

－ － －17

液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液が漏えいした場合，漏えい検知
器により検知し，警報を発する設計とするとともに，堰等により漏え
いの拡大を防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

・低レベル廃液処理設備（漏えい検
知器）
・分析設備（漏えい検知器）
・燃料加工建屋（堰）

設計方針（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

－ － － －－ － － －〇 －

低レベル廃液処理設備（漏えい受け
皿）
分析設備（漏えい受け皿）
低レベル廃液処理設備（漏えい検知
器）
分析設備（漏えい検知器）

＜核物質等取扱
ボックス（漏え
い受け皿）＞
・主要寸法
・主要材料

＜計測装置＞
・検出器の種類
・警報動作範囲

設計方針（閉じ込め）
評価（閉じ込め）

－ － －11

（ｄ）放射性物質を含む液体を取り扱うグローブボックスは，貯槽等
から放射性物質を含む液体が漏えいした場合においても漏えい検知器
により検知し，警報を発する設計とするとともに，グローブボックス
底部を漏えい液受皿構造とすることにより，グローブボックスに放射
性物質を含む液体を閉じ込めることで，放射性物質を含む液体がグ
ローブボックス外に漏えいし難い設計とする。

機能要求②
評価要求

・グローブボックス（漏えい受皿）
・オープンポートボックス（漏えい
受皿）
・低レベル廃液処理設備（漏えい検
知器）
・分析設備（漏えい検知器）

〇 混合酸化物貯蔵容器 －
＜運搬・製品容
器＞
・主要材料

〇 予備混合装置GB　等

焼結炉
小規模焼結処理装置
均一化混合装置GB
外蓋着脱装置OPB
貯蔵容器受払装置OPB
フード(放射能測定設備)　等

＜焼結・乾燥装
置＞
・主要材料

＜核物質等取扱
ボックス＞
・主要材料

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

グローブボックス排気設備
窒素循環設備
スタック乾燥装置
分析装置GB
低レベル廃液処理設備OPB
分析装置フード
分析設備
低レベル廃液処理設備　等

＜主配管＞
・主要材料

＜核物質等取扱
ボックス＞
・主要材料

＜焼結・乾燥装
置＞
・主要材料

＜ろ過装置＞
・主要材料

＜容器＞
・主要材料

－ － －8

核燃料物質等を限定された区域に適切に閉じ込めるため，核燃料物質
等の漏えいに対する措置等として，以下の設計を講じる。
(ａ)核燃料物質等を取り扱う設備は，内包する物質の種類に応じて適
切な腐食対策を講じる設計とする。

機能要求①
機能要求②

・グローブボックス排気設備
・窒素循環設備
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置
・低レベル廃液処理設備
・分析設備
・混合酸化物貯蔵容器

設計方針（閉じ込め）

－ － － －〇
予備混合装置GB　等

焼結炉
小規模焼結処理装置
均一化混合装置GB
外蓋着脱装置OPB
貯蔵容器受払装置OPB
フード(放射能測定設備)　等

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率
・開口部風速

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB　等

グローブボックス排気設備
窒素循環設備
スタック乾燥装置
分析装置GB
分析装置フード
低レベル廃液処理設備OPB　等

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・外径・厚さ

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ量
・開口部風速

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

設計方針（閉じ込め）
評価（閉じ込め）

－ － －3

グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維持
し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排気設
備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・グローブボックス排気設備
・窒素循環設備
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

第１回申請 第２回申請 第３回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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（２）18条：警報設備等  
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第十八条 警報設備等）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

1

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じる事象として
グローブボックス内火災が生じたとき，放射性廃棄物の排気口又はこ
れに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇し
たとき，液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が
著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速
やかに警報を発する設備として火災防護設備，放射線監視設備，低レ
ベル廃液処理設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 ・基本方針 基本方針 － － － 〇 － 基本方針 － － － － － － － － －

2

火災防護設備は，グローブボックス内火災が生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として熱感知器を設置するとともに，
警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，火災防護設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「7.1.1　安全機能を有する施設に対する火災防護設備及び重大事故等
対処施設に対する火災防護設備」に基づくものとし，警報表示に係る
設計方針については第1章　共通項目の「8.1.1　安全機能を有する施
設に対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求②
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置

設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 －
・火災防護設備　グローブボックス
温度監視装置

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

－ － － －

3

放射線監視設備は，放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所に
おける排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として排気モニタを設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，放射線監視設備に係る設計方針については第2章　個別項目の
「6.1 放射線管理施設の基本方針」に基づくものとし，警報表示に係
る設計方針については第1章　共通項目の「8.1.1　安全機能を有する
施設に対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求② ・放射線監視設備　排気モニタ 設計方針（系統構成） － － － － － － － 〇 － ・放射線監視設備　排気モニタ

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

－ － － －

5

MOX燃料加工施設は，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因によ
りMOX燃料加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，熱
的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速
やかに，かつ，自動的に開始させる設備として，焼結設備，小規模試
験設備，水素・アルゴン混合ガス設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 ・基本方針 基本方針 － － － － － － － 〇 － 基本方針 － － － － －

6
・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路

設計方針（系統構成）
・焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路

7
・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

設計方針（系統構成）
・小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路

8
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

設計方針（系統構成）
・小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路

9
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

設計方針（系統構成）
・混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－ － － －－ 〇 －

〈計測装置〉
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

〈インターロッ
ク〉
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

－ － － －

－ － －

焼結設備は，熱的制限値の維持のための設備の作動を速やかに，か
つ，自動的に開始させる回路として，焼結炉内部温度高による過加熱
防止回路を設置する設計とする。
小規模試験設備は，熱的制限値の維持のための設備の作動を速やか
に，かつ，自動的に開始させる回路として，小規模焼結処理装置内部
温度高による過加熱防止回路及び火災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，小規模
焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路を設置する設計と
する。
水素・アルゴン混合ガス設備は，火災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，混合ガ
ス水素濃度高による混合ガス供給停止回路を設置する設計とする。
なお，熱的制限値の維持に係る設計方針及び火災若しくは爆発の防止
に係る設計方針については第1章　共通項目の「5.2 火災及び爆発の発
生防止」に基づくものとする。

機能要求② － －

－ － － －－

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

〈計測装置〉
・検出器の種類
・警報動作範囲

－－ － － 〇4

低レベル廃液処理設備は，液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体
状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたことを確実に検知
して速やかに警報を発する設備として漏えい検知器を設置するととも
に，警報表示及びブザー鳴動により運転員に通報できる設計とする。
なお，液体状の放射性廃棄物を内包する系統及び機器に係る設計方針
については第1章　共通項目の「4.1 閉じ込め」に基づくものとし，警
報表示に係る設計方針については第1章　共通項目の「8.1.1　安全機
能を有する施設に対する設計方針」に基づくものとする。

機能要求②

・低レベル廃液処理設備　サンプ液
位
・低レベル廃液処理設備　漏えい液
受皿液位

設計方針（系統構成）

第１回申請 第２回申請 第３回申請 第４回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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（３）20条：廃棄施設
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開（機能要求②抜粋）
（第20条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表

3
気体廃棄物の廃棄設備は，MOX燃料加工施設から周辺環境へ放出される
放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，管理区域から
の排気は，高性能エアフィルタで放射性物質を除去する設計とする。

機能要求②
建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気フィルタ

〈フィルタ〉
・効率

－ － － － － － － －

6
固体廃棄物の廃棄設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な
容量を有する設計とする。

機能要求②

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第
2室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵
建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第2低レベル廃棄物貯蔵系

基本方針
（保管廃棄施設の容量，
設置場所）

－ － － － － － － － － － － 〇 －

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第
2室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵
建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第2低レベル廃棄物貯蔵系

〈保管・廃棄エ
リア〉
・容量
・主要寸法

8

気体廃棄物の廃棄設備のうち，建屋排気設備，工程室排気設備及びグ
ローブボックス排気設備の排気側には，核燃料物質又は核燃料物質に
よって汚染された物（以下，「核燃料物質等」という。）を除去する
ための設備・機器として，高性能エアフィルタを複数段設け，核燃料
物質等を除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気フィルタ

〈フィルタ〉
・効率

－ － － － － － － －

10
管理区域からの排気は，放射性物質の放射能レベル，排気風量を監視
し，排気筒の排気口から放出する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

建屋排気設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
排気筒
放射線監視設備

設計方針（系統構成） － － － ○ －

主ダクト
建屋排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気フィルタ
排気筒

【機能要求②】
建屋排風機
工程室排風機
グローブボックス排風機

〈ファン〉
・容量
・原動機

○ － 排気モニタ － － － － －

25

5.1.2.2 廃油保管室の廃油保管エリア
廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内において，機器の点検並
びに交換及び装置の稼動に伴って発生する機械油又は分析作業に伴い
発生する有機溶媒（以下「油類」という。）のうち，管理区域内で発
生する再利用並びに固型化処理しない油類を，ドラム缶又は金属製容
器に封入し，油類廃棄物として保管廃棄するために必要な容量を確保
する設計とする。

機能要求② 廃油保管室の廃油保管エリア
設計方針（保管廃棄エリ
アの容量，設置場所） － － － － － － － － － － － 〇 － 廃油保管室の廃油保管エリア

〈保管・廃棄エ
リア〉
・容量
・主要寸法

26

5.1.2.3   海洋放出管理系
海洋放出管理系は，MOX燃料加工施設の排水口から排出した排水を再処
理施設の第１放出前貯槽及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出
管の海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

海洋放出管理系
　第1放出前貯槽
　第1海洋放出ポンプ
　海洋放出管

設計方針（系統構成）
設計方針（経路維持）

設計方針（流量）
－ － － － － － － － － － － 〇 －

海洋放出管理系
　第1放出前貯槽
　第1海洋放出ポンプ
　海洋放出管

〈容器〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

29
固体廃棄物の廃棄設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な
容量を有する設計とする。

機能要求②

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第１室及び廃棄物保管
第２室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設
備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

基本方針
（保管廃棄施設の容量，
設置場所）

－ － － － － － － － － － － 〇 －

廃棄物保管設備
（廃棄物保管第1室及び廃棄物保管第
2室の廃棄物保管エリア）

再処理施設の第2低レベル廃棄物貯蔵
建屋の低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第2低レベル廃棄物貯蔵系

〈保管・廃棄エ
リア〉
・容量
・主要寸法

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第４回申請

－ －－ － － －○ －

低レベル廃液処理設備
　吸着処理オープンポートボックス
　ろ過処理オープンポートボックス

【機能要求②】
低レベル廃液処理設備
　イオン系廃液検査槽
　イオン系廃液検査槽ポンプ
　固体系廃液検査槽
　固体系廃液検査槽ポンプ
　吸着処理前槽
　吸着処理前槽ポンプ
　吸着処理塔
　吸着処理後槽
　吸着処理後槽ポンプ
　ろ過処理前槽
　ろ過処理前槽ポンプ
　第1ろ過処理装置
　第2ろ過処理装置
　精密ろ過装置
　限外ろ過装置
　ろ過処理後槽
　ろ過処理後槽ポンプ
　廃液貯槽
　廃液貯槽ポンプ
　主配管(低レベル廃液処理系)

〈容器〉
・容量

〈ろ過装置〉
・容量

〈ポンプ〉
・容量
・吐出圧力
・原動機

〈主配管〉
・外径・厚さ

－ －24

5.1.2.1   低レベル廃液処理設備
低レベル廃液処理設備は，検査槽，オープンポートボックス，ろ過処
理装置，吸着処理装置及び廃液貯槽で構成する。
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する
廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃
液並びに管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それ
ぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放
出される放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要
に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設
計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の
処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺
監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口か
ら排出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

低レベル廃液処理設備
設計方針（系統構成）
設計方針（設備構成）
設計方針（処理能力）

－ － －

第1回申請 第２回申請 第３回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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添付２ 

申請対象設備リスト 

（低レベル廃液処理設備） 
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申請対象設備リスト

番号 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分
兼用
（主従）

共用
（主従）

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 検査槽 イオン系廃液検査槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_1

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_2

別紙2-2-1 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 検査槽 固体系廃液検査槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_3

別紙2-2-1 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 検査槽 固体系廃液検査槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_4

別紙2-2-1 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 ろ過処理前槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_10

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 ろ過処理前槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_11

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 第１ろ過処理装置 ろ過装置

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_12

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 第２ろ過処理装置 ろ過装置

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_13

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 精密ろ過装置 ろ過装置

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_14

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

施設区分 設備区分

「番号」については，他条⽂等の整理を踏まえ，申請対象設
備リスト完本時に通し番号を設定することとする。
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申請対象設備リスト

番号 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分
兼用
（主従）

共用
（主従）

施設区分 設備区分

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 限外ろ過装置 ろ過装置

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_15

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 ろ過処理後槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_16

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― ろ過処理装置 ろ過処理後槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_17

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 吸着処理装置 吸着処理前槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_5

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 吸着処理装置 吸着処理前槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_6

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 吸着処理装置 吸着処理塔 ろ過装置

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_7

別紙2-2-1 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 吸着処理装置 吸着処理後槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_8

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 吸着処理装置 吸着処理後槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_9

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 廃液貯槽 廃液貯槽 容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_18

別紙2-2-1 燃料加工建屋 3 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 廃液貯槽 廃液貯槽ポンプ ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_機器_19

別紙2-2-1 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―
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申請対象設備リスト

番号 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分
兼用
（主従）

共用
（主従）

施設区分 設備区分

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 主配管（低レベル廃液処理系） 主配管

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液処理設備
_配管_1
～
系統_低レベル廃液処理設備
_配管_6

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 液体廃棄物処理第3室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

18条-4

計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_1
計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_2
計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_3

別紙2-2-1 燃料加工建屋 3 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 液体廃棄物処理第1室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

18条-4 計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_4

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 床ドレン回収槽第2室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

18条-4 計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_5

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 床ドレン回収槽第1室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

18条-4 計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_6

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備
吸着処理オープンポートボックス漏えい液
受皿液位

計装/放管設備
（計測装置）

18条-4 計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_7

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備
ろ過処理オープンポートボックス漏えい液
受皿液位

計装/放管設備
（計測装置）

18条-4 計装_低レベル廃液処理設備
（漏えい検知）_機器_8

別紙2-2-1 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
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添付３ 

申請対象設備抽出結果（低レベル廃液処理設備）  
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（１）低レベル廃液処理設備
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機器名称（許可）
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
検査槽

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
ろ過処理装置

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 廃液貯槽

【主たる機能】

【機器等の抽出】
紐付け番号 機器名称（許可） 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分

兼用
（主従）

共用
（主従） 備考

1
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
検査槽 イオン系廃液検査槽

容器
PA0172-V-11
PA0172-V-12 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

イオン系廃液検査槽A
イオン系廃液検査槽B

2
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプ

機械装置

PA0172-P-1111
PA0172-P-1112

燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

イオン系廃液検査槽ポンプ
A
イオン系廃液検査槽ポンプ
B

3
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
検査槽 固体系廃液検査槽

容器
PA0172-V-61
PA0172-V-62 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

固体系廃液検査槽A
固体系廃液検査槽B

4
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
検査槽 固体系廃液検査槽ポンプ

機械装置
PA0172-P-6111
PA0172-P-6112 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

固体系廃液検査槽ポンプA
固体系廃液検査槽ポンプB

5
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置 吸着処理前槽

容器
PA0172-V-20

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
吸着処理前槽

6
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置 吸着処理前槽ポンプ

機械装置
PA0172-P-2010

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
吸着処理前槽ポンプ

7
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置 吸着処理塔

ろ過装置
PA0172-T-21
PA0172-T-22 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

吸着処理塔A
吸着処理塔B

8
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置 吸着処理後槽

容器
PA0172-V-30

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
吸着処理後槽

9
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
吸着処理装置 吸着処理後槽ポンプ

機械装置
PA0172-P-3010

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
吸着処理後槽ポンプ

10
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
ろ過処理装置 ろ過処理前槽

容器
PA0172-V-70

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
ろ過処理前槽

11
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
ろ過処理装置 ろ過処理前槽ポンプ

機械装置
PA0172-P-7010

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
ろ過処理前槽ポンプ

12
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
ろ過処理装置 第１ろ過処理装置

ろ過装置
PA0172-M-71

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
第１ろ過処理装置

13
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ろ過処理装置 第２ろ過処理装置 ろ過装置
PA0172-M-72

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
第２ろ過処理装置

14
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ろ過処理装置 精密ろ過装置 ろ過装置
PA0172-M-7210

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
精密ろ過装置

15
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ろ過処理装置 限外ろ過装置 ろ過装置
PA0172-M-73

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
限外ろ過装置

16
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ろ過処理装置 ろ過処理後槽 容器
PA0172-V-80

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
ろ過処理後槽

17
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ろ過処理装置 ろ過処理後槽ポンプ 機械装置
PA0172-P-8010

燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―
ろ過処理後槽ポンプ

18
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 廃液貯槽 廃液貯槽 容器
PA0172-V-91
PA0172-V-92
PA0172-V-93

燃料加工建屋 3 2 新設 非安重 ― ― ―
廃液貯槽A
廃液貯槽B
廃液貯槽C

19
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 廃液貯槽 廃液貯槽ポンプ 機械装置
PA0172-P-9111
PA0172-P-9112 燃料加工建屋 2 2 新設 非安重 ― ― ―

廃液貯槽ポンプA
廃液貯槽ポンプB

【対象機器】

施設区分 設備区分

液体廃棄物の廃棄機能

施設区分 設備区分
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機器名称（許可）

【対象機器】
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―
低レベル廃液処理設備

【主たる機能】

【主配管等の名称整理】
紐付け番号 機器名称（許可） 機器名称 機種 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分

兼用
（主従）

共用
（主従）

備考

1
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

イオン系廃液検査槽A,B
～
イオン系廃液検査槽ポンプA,B
～
廃液貯槽A,B,C,吸着処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

2
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

固体系廃液検査槽A,B
～
固体系廃液検査槽ポンプA,B
～
廃液貯槽A,B,C,ろ過処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

3
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

吸着処理前槽
～
吸着処理前槽ポンプ
～
吸着処理塔A,B
～
吸着処理後槽
～
吸着処理後槽ポンプ
～
廃液貯槽A,B,C,ろ過処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

4
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

ろ過処理前槽
～
ろ過処理前槽ポンプ
～
第1ろ過処理装置
～
第2ろ過処理装置
～
精密ろ過装置
～
限外ろ過装置
～
ろ過処理後槽
～
ろ過処理後槽ポンプ
～
廃液貯槽A,B,C,吸着処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

5
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

廃液貯槽A,B,C
～
廃液貯槽ポンプA,B
～
吸着処理前槽,ろ過処理前槽,排水口（0172-W3054）

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

6
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 低レベル廃液処理設備

分析済液処理設備境界弁（0167-Ｗ3001）
～
イオン系廃液検査槽A,B

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

施設区分 設備区分

液体廃棄物の廃棄機能

施設区分 設備区分
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【凡例】紫線：主となる経路□番号：機器等との紐付け番号（1⃣，2⃣，・・・・）〇番号：主配管との紐付け番号（①，②，・・・・）
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テキストボックス
・施設内で発生した廃液を受け入れる検査槽、検査槽に接続する配管（バイパス、ベントライン，ドレン配管等を除く）、ポンプを主流路に設置される設備、機器として抽出・主流路の配管上に設置される弁等は、安全機能を要求する機器に該当しないため配管として整理、ドレンは主流路対象外・漏えい検知器は，(２)にて抽出
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・吸着処理装置の前後にある貯槽、吸着処理装置、接続する配管、ポンプを主流路に設置される設備、機器として抽出・オープンポートボックスは，機器単体として，別途整理・漏えい検知器は，(２)にて抽出
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・施設内で発生した廃液を受け入れる検査槽、検査槽に接続する配管（バイパス、ベントライン，ドレン配管等を除く）、ポンプを主流路に設置される設備、機器として抽出・主流路の配管上に設置される弁等は、安全機能を要求する機器に該当しないため配管として整理、ドレンは主流路対象外
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（２）低レベル廃液処理設備（漏えい検知） 
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機器名称（許可）

【対象機器】
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備

【主たる機能】

【機器等の抽出】
紐付け番号 機器名称（許可） 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回 変更区分 ＤＢ区分 ＳＡ区分

兼用
（主従）

共用
（主従）

1 PA0172-LE-101

2 PA0172-LE-102

3 PA0172-LE-103

4
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 液体廃棄物処理第1室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

PA0172-LE-110 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

5
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 床ドレン回収槽第2室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

PA0172-LE-200 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

6
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 床ドレン回収槽第1室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

PA0172-LE-300 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

7
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 吸着処理オープンポートボックス漏えい液受皿液位
計装/放管設備
（計測装置）

PA0172-LE-10701 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

8
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― ― 低レベル廃液処理設備 ろ過処理オープンポートボックス漏えい液受皿液位
計装/放管設備
（計測装置）

PA0172-LE-20701 燃料加工建屋 1 2 新設 非安重 ― ― ―

― ― ―
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 液体廃棄物処理第3室サンプ液位
計装/放管設備
（計測装置）

燃料加工建屋 3 2 新設 非安重― 低レベル廃液処理設備

施設区分 設備区分

低レベル廃液処理設備　漏えい検知

施設区分 設備区分
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7

j2170090
テキストボックス
8
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
1

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。



(別紙2-2-1)-37

j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
2

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
3

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
4

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
5

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
6

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
7

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
線

j2090074
長方形

j2090074
長方形

j2170090
テキストボックス
8

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知し，警報が発報する系統であることを確認する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
楕円

j2090074
線

j2140002
テキストボックス
1

j2140002
テキストボックス
2

j2140002
テキストボックス
3

j2140002
テキストボックス
・液体廃棄物の漏えいを検知するために必要な漏えい検出器を抽出する。
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j2090074
楕円

j2090074
線

j2090074
楕円

j2140002
テキストボックス
7

j2140002
テキストボックス
4

j2090074
線
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楕円

j2090074
線

j2090074
楕円

j2090074
線

j2140002
テキストボックス
5

j2140002
テキストボックス
6
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線
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テキストボックス
8




